
船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和元年９月６日 １３時４５分ごろ 

発生場所 広島県尾道市因
いんの

島重井
し げ い

港 

重井港西浜第３防波堤北灯台から真方位１０７°２５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.５′ 東経１３３°０８.４′） 

事故の概要  旅客船シトラスは、出港操船中、桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 令和元年１１月１４日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 シトラス、１８トン 

  ２５０－１１６５２広島、個人所有、株式会社瀬戸内クルージング

（運航者） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船尾部のハンドレール及び右舷船尾部の乗降用タラップの

開閉部に曲損 

桟橋 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、旅客１１人を乗せ、右舷横付け

で左舷正横から風力３の風を受けて出港中、右舵一杯として両舷主機

を半速力前進とし、因島重井東桟橋（以下「本件桟橋」という。）か

ら船尾を離した後、舵を中央として両舷主機を半速力後進とし、本船

と本件桟橋との横距離が十分にあると思い、左舵を取って両舷主機を

半速力前進とし、北進しようとしたところ、右舷船尾部が本件桟橋と

衝突した。 

 船長は、本船の右舷船尾部に損傷を生じたが、航行に支障がなかっ

たので、航行を続けた。 

分析 

 

 本船は、左舷正横から風力３の風が吹く状況下、出港操船中、船長

が、本件桟橋と船尾との横距離をとる目的で主機と舵を適宜使用した

後、本船と本件桟橋との横距離が十分でない状態で、左舵を取って両

舷主機を半速力前進とし、北進しようとしたことから、右舷船尾部が

本件桟橋に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、左舷正横から風力３の風が吹く状況下、本船が出港操船

中、船長が、本件桟橋と船尾との横距離をとる目的で主機及び舵を適

宜使用した後、本船と本件桟橋との横距離が十分でない状態で、左舵

を取って両舷主機を半速力前進とし、北進しようとしたため、右舷船



尾部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、気象、海象及び自船の操縦特性を考慮して慎重な操船を

行うこと。 

 


